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平成２５年第二回定例会 5月１4日（火）－5月30日（木） 

市会ニュース    TOPIC  補正予算に反対! 改めて問う、Y150事業失敗の責任。ツケを市民になぜ回すのか!! 

                           中田前市長が、任期半ばで市長という重責を無責任に放り投げ、辞職してから間もなく 

４年が経ちます。当時、国政では夏のさなか“政権交代”選挙がありました。そして、ここ

横浜では、急きょ、後任者を選ぶための市長選挙が、同日選として行われました。 

あまりに急であったため、市民はもちろん現市長を含め、市長選に出られた方々にとって

も も青天の霹靂（へきれき）、十分な準備、しっかりとした政策論争もない中での選挙であっ 

たと思います。 

 あれから４年。前市長が、任期半ばで辞職した理由、真相は分かりません。ただ重要なこ 

とは、当時、本市で開催されていた開港150周年記念事業〔Y150事業〕の清算が終わってい 

ないということ、総括がなされていないことです。多額の市費が注ぎ込まれた事業ですが、 

触れ込み倒れ、有料入場者数は、見込みの500万人の約４分の１に終わり、20数億円の収支 

不足が生じました。そのため事業終了後に、イベントを請け負った企画会社と Y150事業の 

主体であった横浜開港150周年協会や本市との間で訴訟となりました。そして今回、市長 

は、議会に対して、イベント会社の一つに対して協会が負うとされている債務約５億円のうち、約２億６千万円を肩代わりすることを認めるよう求め 

てきました。 

我々の会派は、①今回の清算案は、高裁の調停案に則るとはいえ、一審判決では、債務弁済責任を負うのは、協会のみであって、本市には、その責 

務がないとの判決が出されていること、②本市に弁済責任があるかどうかは、あくまでも裁判で争い、その結果に従って、その範囲でのみ責任を負う 

べき、以上の考えから、今回の調停案を認めてほしいとの市長提案に反対し、また約２億６千万円の臨時支出を含む、５月補正予算に反対を致しまし 

た。結果は、反対少数。多くの会派が市長提案に賛成し、肩代わり案は、可決されました。 

責任の所在も明らかにせず、あいまいに決着させ、安易に市民にツケを回し、２億６千万円もの負担をお願いする。本当にこれでいいのか。当時、私 

を含め、私たち会派の議員のほとんどが、その職にはありませんでした。むしろ当時から議員であった方たちには、今回の市長提案に反対してほしかっ 

た。それは自分たちの責任にも改めて向き合わねばいけないことになります。でも市民の代表として、行政を常にチェックする責任を課せられている議 

会がやらなければいけないのは、そうしたことではないでしょうか。そうした姿勢を欠く議会が、本当に市民にとって必要なものと認めてもらえるのか。 

今回の議会の判断は、残念でなりません。 

  

ご報告（情報開示）          〔平成24年度分政務活動費項目内訳〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横横浜浜市市会会議議員員  望望月月ここううととくくのの市市政政レレポポーートト    第第９９号号  

 みんなの声の広場 平成２５年６月１５日発行 

〔平成２５年５月１７日本会議案関連質疑にて〕 

 

支出項目 金額 

広報・広聴費 \3,279,714 

事務所費 \1,589,992 

人件費 \756,461 

事務費 \309,221 

資料費 \43,520 

調査研究費 \75,866 

研究会・研修会費 \21,880 

その他 \3,350 

合計 \6,080,004 

 

市営地下鉄センター北駅目の前に

設置しております政務活動事務所の

賃借・維持費となります。 

事務所内で消費するお茶代やごみ

袋代などの経費や火災保険代などは

計上できません。望月の負担となり

ます。 

平成24年度に支出した項目で最も大きか

ったのは広報・広聴費です。定例会終了ご

とにお配りししている、この“みんなの声

の広場”の作成・頒布費や議会報告会に要

する費用も、この項目に含まれます。 

議員として、行政が情報源ではない、一

人でも多くの区民・市民の皆様の生の声を

お聞きしたいと考え、支出しています。 

当リポートは、経費を抑えるため、単色

印刷にしています。 

私たち市会議員は、政務に関する活動費として、月々５５万円の政務活動費の支給を受けています〔平成２５年２月分までは政務調査費。３月

分より政務活動費に名称を変更。それに伴って、支出項目区分に若干の変更がありました。上掲の支出項目表は、通年分の支出額が分かるように

同種の支出項目を便宜的に合算しています。〕。 

この活動費は、会派または議員個人で支給を受けます。年度は、４月始まりの翌年３月末締めで、それまでの１年間に支給された費用の使途を

領収書付きで、市に報告することが義務付けられています。そしてこの報告書と領収書の原本は、各会派の責任者や議員が保管し、写しは、議会

局によって保管され、希望者には閲覧が可能になっており、公開されています。 

支出目的や内容は、ガイドラインに定められています〔私的な飲食代や生活費に充てることはもちろんダメ。ガイドライン上は認められていて

も、望月の個人的な考えで計上しないケースもあります。〕。年度末に残金があった際には、返金となります。 

 望月の所属する会派みんなの党横浜市会議員団では、各自の責任の下、支出内容を決め、事務処理を行っていくという考えで、議員個人単位で

支給を受けています。活動費の使途は、上述の通りガイドラインに従って、各会派や議員が、判断し決定していくことになります。特にわが会派

は個人で支給を受ける形式なので、自らの判断が重要となります。お預かりしているこの活動費をどう使い、どう生かすか。前年度の経験も踏ま

え、なおいっそう皆様の期待に責任を持って応えられるよう、活動してまいります。 

支給額〔５５万円×１２カ月の６６０万円〕 － 支出額〔６０８万４円〕＝残金返金額〔５１万９千９９６円〕 



 

 

 

 

   望月の議会での活動の様子を是非、動画でご覧下さい。 

    “横浜市会 HP” ⇒ “インターネット中継” ⇒“議員名から選ぶ”⇒“望月高徳” 

横浜市会では、現在、本会議や予算特別委員会、決算特別委員会の様子を当日の現地〔市会棟〕での傍聴だけでなく、インターネットで中継し 

公開しています。本年度の第三回定例会からは通常の委員会もインターネット中継で公開される予定です。 

今定例会での議員提案の“自助・共助条例”に関する望月と提案者による本会議での質疑を始め、大切な問題について当局とやり取りしています。 

お時間のある時に是非ご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

             “皆さんの声”は、横浜市会議員 望月高徳 が承ります！ 

０４５－５３２－９０８９〔TEL＆FAX〕 

                 info@khotoku.net 

または 直接事務所までお寄せ下さい。 

                   ご協力に感謝！！ 

  政務活動事務所／都筑区中川中央１－２４－１７－２F 

〔市営地下鉄センター北駅グリーンライン側目の前〕 

        ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・    切り取り線    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【当レポート発行者プロフィール】   

横浜市会議員〔都筑区選出〕望月高徳（もちづきこうとく）。静岡県出身、横浜市在住２５年目。早稲田大学政治経済学部卒。 

平成２３年４月より現職。みんなの党横浜市会議員団所属。 

平成２５年度所属委員会は、政策・総務・財政常任委員会、減災対策推進特別委員会（副委員長）。 

 

 “皆さんの声”をお気軽にお寄せ下さい。        ご記入日／平成25年 月  日 

 １．横浜市政で特に力を入れるべき分野をお選び下さい〔複数チェック可能〕。 

   □介護支援、福祉、医療     □子育て支援、教育、文化事業      □防犯、防災、消防 

   □財政健全化          □経済・産業・観光振興、企業誘致    □都市計画、交通・道路整備 

   □環境保全、公害対策      □公報、市民相談、情報公開       □市職員機構・議会改革 

   □その他（                                                ） 

 ２．横浜市政や区政、あるいは政治全般について、ご相談事やご要望あるいはご意見があれば教えて下さい。 

 

 

 

 

                                                              

 

ご記入者のご氏名
ふりがな

 〔           〕   年齢〔   歳〕    性別〔男・女〕        

ご記入者のご住所〔 〒                                       〕    

連絡先電話番号〔                         〕 

メールアドレス〔                      〕 

※ 以上の項目は、すべて任意。可能な項目のみご記入をお願い致します。 

※ お寄せ頂いた個人情報は、適正に管理します。 

※ ご連絡先のご記入のある方には、望月から回答のためご連絡を差し上げたり、市政報告会などのご案内をする場合があります。 

５のつく日には行政相談実施中！ 

 ５日、15日、25日の毎月５のつく日には、公務の

ない限り、事務所にて行政相談をお受けしていま

す。詳細は、お電話などでお問い合わせ下さい。 

５のつく日の行政相談以外にも、皆様からの

行政相談やお声を常にお受けしています。各種

団体、NPO 法人、自治会・町内会あるいは個人

etc ご相談＆意見交換などなど。 

ご連絡頂ければ、当方から出向きます。 

 

◇ 望月高徳の議会報告会＆市政に関する意見交換会開催 ◇ 

      ～市民の皆様のお誘い合わせでのご来場をお待ちしています。～ 

日時：６月２９日（土） １４時－１５時３０分〔開場は、１３時３０分予定〕 

会場：横浜市歴史博物館研修室       

交通手段：市営地下鉄センター北駅一番出口より徒歩約４分。           

内容：平成25年第二回定例会のご報告。現市政の４年間の振り返り。 

参加費および申し込み方法：無料。            
※ 当日のご参加大歓迎です。参加人数把握のため、ご来場頂くのが確実の場合には、    

お名前とご連絡先をお電話やメールなどで事前に、教えて頂けると助かります。 

問合せ先：望月高徳政務活動事務所 ０４５－５３２－９０８９     
〔前回の市政報告会の際に撮影〕 

 


